
 ２０２６年（令和８年）３月２７日 

 

藤沢市介護保険サービス事業所 管理者 様 

藤沢市長 鈴木 恒夫 

 

  令和８年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における 

  一次協議の実施について（通知） 

 

日頃から、本市の介護保険事業にご尽力いただき誠にありがとうございます。  

さて、令和８年３月１６日付けで厚生労働省老健局高齢者支援課から標記の協議を実施する旨

の事務連絡が神奈川県を通じてありました。 

ついては、積極的な補助金の活用をご検討いただくとともに、活用を希望する場合は、次のと

おり申請書類のご提出をお願いいたします。 

 

１ 補助対象事業 

藤沢市Ｗｅｂサイト掲載資料をご確認ください。 

 

２ 掲載場所（藤沢市Ｗｅｂサイト） 

ホーム > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 事業者の方へ > 各種補助金 > 

地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金（ページ番号：25159） 

 https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kaigo-j/chiikikaigohukushikuukan.html 

 

３ 提出資料 

（１）「防災・減災等市町村事業整備計画書（別添様式第１号）」 

（２）「整備計画一覧表」 

 ア 平面図、位置図、写真等（現況及び改修箇所が分かるもの） 

 イ 見積書（公的機関、工事請負業者等の民間事業者） 

   ※原則、公的機関の見積の提出が難しい場合においては、工事請負業者等の見積を 

    複数提出すること。 

 ウ 補助対象面積確認シート（複合施設で必要に応じて添付） 

（３）「事前チェックリスト」 

 

４ 提出方法 提出書類の電子データを、メールで提出してください。 

 メールアドレス：fj1-kaigo-j@city.fujisawa.lg.jp 

 メールタイトル：【地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の当初協議申請】＋（事業所名） 

 

５ 提出期限 

 事前連絡期限：２０２６年（令和８年）４月８日（水）【必着】 

 ※ 活用を希望する場合は、書類の提出よりも先に活用を希望する旨をメールにて 



  ご連絡ください。また、メール送信後は、お電話にて送信した旨をご連絡ください。 

 

書類提出期限：２０２６年（令和８年）４月１０日（金）【必着】 

 

６ 留意事項 

・補助金詳細や申請書類の様式については、藤沢市Ｗｅｂサイトに掲載している資料を必ずご

確認ください。 

・市からの補助金交付を年度内に完了させる必要があるため、国の内示があり、市からの交付決

定後（１２月頃）に事業着手（入札公告等）し、工事を２月末頃までに完了する事業が対象と

なります。原則として、繰越は認められませんので、余裕をもった納期を設定し事前に事業計

画について十分に確認してください。 

・協議書類を提出しても、国、県、市町村の予算措置状況、国等の内示等の状況により補助でき

ない場合（不採択）や減額交付となる場合があります。 

・令和６年４月１日から義務化された業務継続計画（BCP）及び既に義務化とされている非常災

害対策計画の策定がない施設については、原則として、補助対象外です。 

・本交付金を活用して高齢者施設等に整備する非常用自家発電設備及び給水設備については、地

震による停電時等に有効に機能するため、採択となり、事業を実施した場合は、当該設備につ

いて耐震性が確保されていることが分かる資料（契約書案、アンカーボルト計算書等耐震性の

確保された整備がされることを担保する資料）を整備・保管する必要がありますので、十分ご

留意ください。 

・原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、利用者保護の観点か

ら補助対象外とします。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を

利用している場合のほか、都道府県・市町村が適当と認める場合はこの限りではありません。 

 なお、都道府県・市町村が適当と認める場合については、次の①～③を参考としてください。 

 ① 既借入金の年間返済予定額が、原則として、直近決算における年間資金収支差額を下回っ

ていること 

 ② 既借入金の総額が、直近決算における年間収入を超えていないこと 

 ③ 申請法人が抵当権設定者であること 

・必要書類が不足している場合は、協議を行うことができません。提出期限までに全ての必要書

類を提出してください。 

・補助を受けて整備した施設整備について、処分制限期間が経過するまでの間に事業を廃止等し

た場合、補助金の返還が生じますので、十分ご留意ください。 

・対象施設が賃貸借物件の場合、貸主との合意を得た上で本補助金の協議を行ってください。 

以 上 

事務担当：介護保険課 企画・事業所担当 西田・古澤 

電話番号：０４６６－５０－８２７０(直通) 

Ｍａｉｌ：fj1-kaigo-j@city.fujisawa.lg.jp 


